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第四章 まちづくりの検討エリア・都市基盤整備等の方針整理 

（１）まちづくり検討エリア（まちづくりの方向性）の整理 

前章までに行った検討をふまえ，地域の特性およびまちづくりの課題が共通するエリアで対象地区を区分し，上位・関連計画における位置づけにもとづき，各エリアのまちづくりの方向性を整理した。 

 

⑦国３・２・８号線沿道エリア 

■地域の特性と課題                      

 広域幹線道路となる国３・２・８号線整備を契機に，沿道への生活利便施

設の立地が期待される。 

 国３・２・８号線の環境施設帯の整備による緑のネットワークの形成が期

待される。 

 周辺は木造・防火造の住宅が密集したエリアであり，延焼遮断帯の形成が

望まれる。 

■まちづくりの方向性                     

 国３・２・８号線の道路整備にあわせた沿道への生活利便施設の立地誘導。 

 環境施設帯の緑と調和した魅力ある街並み景観の形成。 

 耐火性の高い建築物の立地を誘導し，延焼遮断帯を形成。 

 

⑥日吉町エリア 

■地域の特性と課題                      

 木造・防火造の住宅を中心に，エリアのほとんどが宅地化されている。 

 狭あいな道路が多く，道路網が未整備のまま宅地化が進行。 

■まちづくりの方向性                     

 災害に強い街並みの形成。 

 安全・安心な生活道路ネットワークの形成。 

③西恋ヶ窪三丁目・西恋ヶ窪二丁目西側エリア 

■地域の特性と課題                      

 宅地や農地，屋外利用地等が混在している。 

 狭あいな道路が多く，道路網が未整備のまま宅地化が進行。 

■まちづくりの方向性                     

 低層住宅地を中心とした良好な住環境の形成。 

 安全・安心な生活道路ネットワークの形成。 

④府中街道沿道エリア 

■地域の特性と課題                      

 沿道に耐火性の高い建物が立地し，延焼遮断帯の形成が進みつつあるが，

沿道サービス型店舗や生活利便施設の立地はまばらである。 

■まちづくりの方向性                     

 地域の利便性を高め，魅力ある沿道空間の形成を図る。 

②西恋ヶ窪二丁目北側エリア 

■地域の特性と課題                      

 土地利用転換(ミニ開発等)の可能性を含む，農地・屋外利用地・未利用地

が集積している。 

 狭あいな道路が多く，道路ネットワークが形成されていない。 

■まちづくりの方向性                     

 周辺の戸建住宅地の住環境に配慮しつつ，都市生活・文化交流拠点と調和

した街並み形成を推進する。 

 無秩序な開発を防ぎ，災害時に有効な道路空間を確保するなど，災害に強

い街並みを誘導する。 

①西国分寺駅北口駅前エリア 

■地域の特性と課題                      

 駅前というポテンシャルの高いエリアでありながら，その特性を活かした

土地利用が図られていない。 

 駅前広場の整備と商業施設の立地が求められている。 

 駅前広場および広場へ至るアクセスルートが整備されておらず，交通結節

点としての機能が十分果たせていない。 

 拠点周辺のバリアフリー化が図られていない。 

■まちづくりの方向性                     

 都市生活・文化交流の拠点となるまちづくりを推進し，立地特性を活かし

た土地の有効利用を図る。 

 駅前広場の整備を検討するとともに，駅へのアクセス機能の向上を図る。 

 拠点にふさわしい景観形成を図る。 

 安全な通行空間の整備・駅周辺のバリアフリー化を推進する。 

 駅前への緊急車両のアクセスを容易にし，防災性の向上を図る。 

⑤国３・４・６号線沿道エリア 

■地域の特性と課題                      

 沿道サービス型店舗や，生活利便施設の立地が少ない。 

 沿道は木造・防火造の建物も多く，延焼遮断帯の形成が十分とはいえない。 

■まちづくりの方向性                     

 日常生活の利便性を確保する施設の立地誘導。 

 耐火性の高い建築物の立地を誘導し，延焼遮断帯を形成。 
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（２）基盤整備の方向性の整理 

今後,地域住民の参加のもと,まちづくりの検討を進めるための基礎資料とするため,前節で整

理したまちづくりの方向性をふまえ，道路等の基盤整備の方向性を検討する。 

１）駅前広場面積の検討 

現況の乗降客数およびモード分担率をもとに，国の指針に基づく北口駅前広場面積の算定を行う。 

 (参考)駅前広場面積算定にあたっての条件設定 

条 件 設定値 備考 

駅乗降客数 
56,792 人／日 

JR 東日本公表の西国分寺駅乗車人員(28,396

人／日)の２倍 

駅南北の乗降割合 駅北口：38.3％ 

駅南口：61.7％ 

西国分寺駅から 1Km 圏内に位置する町丁目

の人口をもとに設定 

端末交通手段構

成比 

徒歩 79.3％ 

第 5 回東京都市圏パーソントリップ調査結果

(平成 20 年 10 月) 

自転車 11.4％ 

自動車 1.2％ 

二輪車 0.6％ 

路線バス 5.7％ 

タクシー 1.6％ 

その他 0.2％ 

駅前広場利用者と鉄道乗降客の比

率 
1.5 駅前広場検討における一般的な比率を使用 

(参考)国の指針(駅前広場計画指針 98 年式)による面積算定 

 １）基本条件

変　　数 設定値 備考

駅広総利用／鉄道乗降客 C 1.5
モード分担率バス RM1 0.057
モード分担率タクシー RM2 0.016
モード分担率自家用車 RM3 0.012
モード分担率自家用車（K&R） RM4 0.012
モード分担率自家用車（P&R） RM5 0
ピーク率バス乗客 PKON1 0.150
ピーク率タクシー乗客 PKON2 0.150
ピーク率バス降客 PKOF1 0.150
ピーク率タクシー降客 PKOF2 0.150
ピーク率自家用車 PK3 0.150
ピーク率歩行者 PKW 0.150
ピーク率自動車 PKV 0.150
短時間駐車率　自家用車 RPKG 0.1
平均駐車時間 TPKG 10
駅北口乗降客 PR 21751.336
定期率 0

２）モード別利用者数等
  ①駅広総利用者  P

P=C*PR  32627.004
  ②モード別駅広利用者 PMi

PM1=P*RM1 1859 バス

PM2=P*RM2 522 タクシー
PM3=P*RM3 391 自家用車
PM4=P-(RM1+RM2+RM3) 29855.004 徒歩

  ③モード別ピーク時利用者数

PMH3=PM3*PK3 58 自家用車
PMH4=PM4*PK3 58 K&R
PMH4=PM5*PK3 0 P&R

項　　目
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３）計画交通量設定に関わる指標の設定

指　　標 参考値 設定値 単位

バス1台当りの平均乗車客数(ｎB) 40 40 (人/台)

バスサービス時間(ＳB) 10 10 (分/台)

1人当りバス降車時間(ｔOB) 2/60 0.033 (分/人)

タクシーサービス時間(ＳT) 5 5 (分/台)

1人当りタクシー乗車時間(ｔIT) 10/60 0.167 (分/人)

1人当りタクシー降車時間(ｔOT) 30/60 0.5 (分/人)

自家用車平均乗車人数(ｎC) 1.3 1.3 （人/台）

自家用車平均停車時間(ｔC) 1 1 （分/台）

タクシー1台当り平均乗車人数(ｎT) 1.4 1.4 （人/台）

東京 0.406 0.406
地方 0.412 －
全国 0.409 －
東京 0.649 0.649
地方 0.495 －
全国 0.569 －

バス(大型車)の乗用車換算係数(γB) 1.7 1.7 (台)

４）施設原単位

項　　目 原単位 単　　位

バス乗降場(ａS） 70 (㎡/台)

バス乗車客の滞留空間(ａBW) 1 (㎡/人)

タクシー乗降場(ａT) 20 (㎡/台)

タクシー乗車客の滞留空間(ａTW) 1 (㎡/人)

自家用車乗降場(ａC) 20 (㎡/台)

自家用車駐車場(ａPC) 30 (㎡/台)

タクシー駐車場(ａPT) 30 (㎡/台)

歩行者密度(ＤW) 27 (人/分･m)

計画車道延長(ＬC) LC=0.4CC+36.1 (ｍ)

平均歩行距離(ＬW) LW=0.009AO+82.4 (ｍ)

計画車線幅員(ＷC) 8.5 (ｍ)

二輪車スペース(ａd) 1.14 (㎡/台)

長距離バス、観光バスの乗降場 70 (㎡/台)

バス乗車比率

タクシー乗車比
率

 
５）施設別計画交通量設定

①バス乗降場に関わる計画交通量と施設数

ａ．バス乗車バース数(ＢIB)

　　ＢIB＝｛(ﾋﾟｰｸ時ﾊﾞｽ乗車客数)/(ﾊﾞｽ1台当り平均乗車客数)×(ﾊﾞｽｻｰﾋﾞｽ時間)｝1/60

　　　＝(PM1・バス乗車比率・PKON1)(ＳB)/(ｎB・60) 1.000 バース

ｂ．バス降車バース数(ＢOB)

　　ＢOB＝(ﾋﾟｰｸ時ﾊﾞｽ降車客数)×(1人当り降車所要時間)/60

　　　＝(PM1・(1-バス乗車比率)・PKOF1)(ｔOB)/60 1.000 バース

ｃ.バス待ち滞留客の計画交通量(ＮBW)

　　ＮBW＝(ﾋﾟｰｸ時ﾊﾞｽ乗車客数)×(ﾊﾞｽｻｰﾋﾞｽ時間)/60

　　　＝(PM1・バス乗車比率・PKON1)(ＳB)/60 19.000 ㎡

②タクシー乗降場に関わる計画交通量と施設数

ａ．タクシー乗車バース数(ＢIT)

　　ＢIT＝(ﾋﾟｰｸ時ﾀｸｼｰ乗車客数)×(1人当りﾀｸｼｰ乗車所要時間)/60

　　　＝(PM2・タクシー乗車比率・PKON2)(ｔIT)/60 1 バース

ｂ．タクシー降車バース数(ＢOT)

　　ＢOT＝(ﾋﾟｰｸ時ﾀｸｼｰ降車客数)×(1人当りﾀｸｼｰ降車所要時間)/60

　　　＝(PM2・(1-タクシー乗車比率)・PKOF2)(ｔOT)/60 1 バース

ｃ.タクシー待ち滞留客の計画交通量(ＮTW)

　　ＮTW＝(ﾋﾟｰｸ時ﾀｸｼｰ乗車客数)(ﾀｸｼｰｻｰﾋﾞｽ時間)/60

　　　＝(PM2・タクシー乗車比率・PKON2)(ＳT)/60 5 ㎡  
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③自家用車乗降場に関わる計画交通量と施設数
　　Ｂc＝(ﾋﾟｰｸ時自家用車利用者数)×(K&R率)/(自家用車平均乗車人数)×(自家用車平均停車時間)/60

　　　＝(PMH3/ｎC)(ｔC)/60 1 台分

○自家用車短時間駐車場
　　Ｐc＝（１時間当りの自家用車台数）×駐車率 5 台分
　　　＝(PMH3/ｎc)RPKG

④タクシー駐車場に関わる計画交通量

　　ＰT＝(ﾀｸｼｰ待ち滞留客の計画交通量)/(ﾀｸｼｰ1台当り平均乗車人員) 4 台分

⑤歩道に関わる計画交通量(NPw)
　　ﾋﾟｰｸ時駅前広場利用者数(鉄道利用者＋非鉄道利用者) 4895

⑥車道に関わる計画交通量
106

６）交通空間基準面積

①バス乗降場関連面積

　　(乗車バース数ＢIB＋降車バース数ＢOB)×バス乗降場施設原単位ａS

＋滞留客の計画交通量ＮBW×バス乗車客1人当り滞留空間ａBW

159 ㎡
②タクシー乗降場関連面積

　　(乗車バース数ＢIT＋降車バース数ＢOT)×タクシー乗降場施設原単位ａT

＋滞留客の計画交通量ＮTW×タクシー乗車客1人当りの滞留空間ａTW

45 ㎡

③自家用車乗降場関連面積

　　乗車バース数ＢIT×自家用車施設原単位ａC 20 ㎡

○自家用車駐車場関連面積
    駐車バース数Pc×自家用車施設原単位ａC 150 ㎡

④タクシー駐車場関連面積

　　タクシー駐車台数の計画交通量ＰT×タクシー駐車施設原単位ａPT 120 ㎡

⑤歩道面積

　　歩道に関わる計画交通量ＮPW／歩行者密度ＤW×平均歩行延長ＬW 276 ㎡

　　※歩道を除く算出面積(ＡO) 1011.25

⑥交通処理のための車道面積

　　計画車道延長ＬC×計画車線幅員ＷC 667 ㎡

計画車線幅員WC (車線数*3ｍ+余裕幅員2.5ｍ) 8.5

７）その他環境空間面積
　　車道空間面積(バス／タクシーバースおよび駐停車スペース面積，車道面積)
　　-歩行者空間面積(乗場滞留面積,歩道面積)

837 ㎡

ＣC＝(PM1*PKON1*バス乗車比率/nB*γB)+(PM2*PKON2/nT)+(PM3*PKV/nC)
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北口駅前広場面積を，国の指針にもとづき算定した結果，約 2,300㎡となった。ここでは，現況

の乗降客数とモード分担率をもとに算定しており，北口駅前周辺の土地利用が変化し駅利用者が増

加すれば，広場の面積も，より大きな規模が必要になると考えられる。 

なお，構想における面積は約 3,900㎡である。 

表４－１ 北口交通広場の現況と国の指針に基づく駅前広場面積等 

 【現況※１】 

施設数(面積) 

【算定結果】 

施設数(面積) 

備考 

総面積(①＋②) 約 650 ㎡ 約 2,300 ㎡  

 (内訳) 

①交通空間 約 650 ㎡ 1,438 ㎡  

バス用空間 バスバース 0(0 ㎡) 2(140 ㎡)  

乗場滞留 0(0 ㎡) 1(19 ㎡)  

タクシー用

空間 

タクシーバース 2(40 ㎡) 2(40 ㎡)  

乗場滞留 1(5 ㎡) 1(5 ㎡)  

タクシー駐車スペース 0(0 ㎡) 4(120 ㎡)  

自家用車用

空間 

自家用車一時停車スペース 0(0 ㎡) 1(20 ㎡)  

自家用車一時駐車スペース 0(0 ㎡) 5(150 ㎡)  

その他空間 荷捌き用駐車スペース 2(40 ㎡) 0(0 ㎡) 荷捌き用駐車スペースは算定 

されない 

車道面積 
1(565 ㎡) 

1(667 ㎡)  

歩道面積 1(276 ㎡)  

②その他環境空間 0(0 ㎡) 1(837 ㎡) 環境空間※２面積が総面積の 50％

確保される面積 

※１ 現況施設面積は，GIS を用いた図上計測による 

※２ 環境空間とは，駅前広場のうち，車道部を除く空間のこと(乗場滞留，歩道，その他環境空間)。標準的な駅

前広場において，総面積の 50%程度確保される。(出典：駅前広場計画指針) 
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２）駅へのアクセスルートの検討 

駅へのアプローチについては，構想では，国３・４・14号線（府中街道）と国３・４・６号線の

２方向が示されている。 

ここでは，駅へのアクセスルートについて，構想に示される案を含めた３パターンについて比較

し，メリット，デメリットを整理する。 

前提条件として，アクセスルートについては既存路を活かすものとし，第二章で整理した，府中

街道へ接続するルートのうち駅に近い２路線をアクセスルートとして設定する。（ただし，駅直近の

ルートについてはバス通行が不可能なことから，歩行者動線を主とする。） 

なお，同路線の縦断勾配および北口駅前エリアの地盤との高低差は，現況と同程度と仮定する。 

当該１路線に加え，複数路線を確保する可能性を考え，他の幹線道路に接続するアクセスルート

の組み合わせについて検討する。 
 

図４－１ アクセスルート（既存路）位置図 

     

図４－２ アクセスルートの縦断勾配図 

 

道路付替始点 

-55.00ｍ 

道路付替終点 

77.82ｍ 

JR 武蔵野線測量中心 

分岐道路始点 

アクセスルート（歩行者通路） 

アクセスルート 
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図４－３ アクセスルートの構造図 
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表４－２ アクセスルートの比較検討図 

現状の道路網をもとに，以上の３パターンについてメリット・デメリットを整理したが，アクセ

スルートについては，これらの検討結果を基礎資料として，今後詳細な検討が必要である。 

 パターン１ パターン２ パターン３ 

接続先の

考え方 
国３・４・６号線 国３・２・８号線 西国分寺駅南口交通広場 

接続パ

ターン 

   

メ
リ
ッ
ト 

・現況で３・４・６号線まで

通り抜けている路線（幅員

６ｍ（部分的に４ｍ）以上）

があることから，この路線

を活かした計画とすれば，

整備にかかる負担を抑える

ことができる。 

・駅前広場への流入方向が分

散できる。 

・東西方向の補助幹線道路と

しても機能することにな

り，地区内の生活道路の交

通環境の改善が期待でき

る。 

・駅前広場への流入方向が分

散できる。 

・ＪＲ中央線をまたぐ南北方

向交通のボトルネック解消

への効果も期待できる。 

デ
メ
リ
ッ
ト 

・２つのアクセスルートが重

複する（合流する）部分が

あり，交通制御等による安

全性の確保が必要である。 

・現況で国３・２・８号線ま

で通り抜けている路線は限

定されており，かつ幅員が

４ｍ未満の箇所も多いこと

から，整備にかかる負担は

大きくなる。 

・国３・２・８号線の南半分

が立体区間となっており，

進入方向が限定される。 

・ＪＲ中央線と立体交差する

区間について，鉄道事業者

との協議が必要である。 

・立体区間があるため，設計

工事費が大きくなる。 

 

西
国
分
寺
駅 

 

西
国
分
寺
駅 

 

西
国
分
寺
駅 
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３）生活道路の整備の方向性の検討 

生活道路の現況については，狭あい道路や行き止まり道路も多く，十分な道路ネットワークが構

築されているとはいえない状況である。 

しかしながら，宅地化も進行していることから，道路事業により現道を拡幅するとなれば，沿道

住民の負担も相当のものとなる。 

したがって，地域内の主要な生活道路については，地区計画により道路境界からの壁面後退によ

る道路状の空間を確保する手法等も含め，生活道路の環境を改善する手法について，地域住民の意

向をふまえた上で検討していく。 
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（３）西国分寺北口周辺地区まちづくりの検討エリアの考え方 

まちづくりの方向性をふまえ，西国分寺駅北口周辺地区としてまちづくりを検討すべきエリアに

ついて考え方を整理する。 

前節では，地域の特性およびまちづくりの課題が共通するエリアで対象地区を７つに区分し，ま

ちづくりの方向性を整理した。 

ここでは，これらのエリアについて，まちづくりに取り組む契機と街区としてのまとまりを視点

に加え，同時にまちづくりに取り組むことが望ましいエリアについて検討する。 

 

図４－４ まちづくりエリアの検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区において，生活環境等の変化が想定され，まちづくりの契機となる事柄は，「西国分寺

駅北口駅前の整備」と「国３・２・８号線の整備」の２つであると考えられる。 

したがって，これら２つの事柄について，７つのエリアで想定される変化について整理した。 

（１）まちづくりの方向性の整理 

地域の特性 まちづくりの課題 

対象地区を７つのエリアに区分 まちづくりの方向性 

本節 

まちづくりの契機 街区としてのまとまり 

同時にまちづくりに取り組むこと

が望ましいエリアの検討 

西国分寺北口周辺地区 

まちづくりの検討エリアの方針整理 
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表４－３ 各エリアに想定される変化 

 西国分寺駅北口駅前の整備 国３・２・８号線の整備 

想定されるまちの変化 想定されるまちの変化 

①西国分寺駅北口

駅前エリア 
◎ 

駅前広場を包括するエリアで

あり，広場周辺の土地利用転換

が想定される 
― 

国３・２・８号線から当該エ

リアへのアクセスは，既存道

路との接続および国３・２・

８号線の構造（立体区間）上

容易ではなく，直接的な影響

は少ないと考えられる。 

②西恋ヶ窪二丁目

北側エリア 

◎ 

上記エリアの周辺に位置し，農

地・屋外利用地・未利用地が集

積していることから，大規模な

土地利用転換も想定される。 ― 

国３・２・８号線から当該エ

リアへのアクセスは，既存道

路との接続状況からルートが

限定され，また流入交通量の

変化も非常に少ないと思われ

ることから影響は少ないと考

えられる。 

③西恋ヶ窪三丁

目・西恋ヶ窪二

丁目エリア 

○ 

西国分寺駅北口から約 500ｍの

徒歩圏に位置する。宅地と農地

や屋外利用地が混在しており，

これらの宅地化が進行する可

能性がある。 

― 

同上 

④府中街道沿道 

エリア 
○ 

西国分寺駅北口の利用者が増

加することにより，北口の主要

アクセスルートとなる当該路

線の交通量も増加すると考え

られることから，沿道の土地利

用が変化する可能性がある。 

△ 

国３・２・８号線の整備によ

り，当該路線の渋滞改善が期

待できることから，沿道の土

地利用に変化が起こる可能性

がある。 

⑤国３・４・６号

線沿道エリア 

○ 

西国分寺駅北口に商業施設が

立地した場合に，商圏が一部重

なることから，当該路線沿道の

商業施設立地に影響を与える

可能性がある。一方で，周辺の

居住人口の増加による当該路

線沿道への商業施設立地ニー

ズも見込まれる。 

△ 

国３・２・８号線の整備によ

り，同路線に接続する当該路

線の交通量に変化が起こる可

能性がある。 

⑥日吉町エリア 

― 

西国分寺駅北口から約 500ｍの

徒歩圏に位置するが，ほぼ宅地

化が完了しており，土地利用転

換の可能性は低い。 
○ 

国３・２・８号線の整備を契

機とした土地利用転換が起こ

る可能性は低いが，当該エリ

アの課題である防災性の向上

については，国３・２・８号

線沿道の延焼遮断帯の形成と

あわせて取り組むことが効果

的と思われる。 

⑦国３・２・８号

線沿道エリア ― 

西国分寺駅北口から当該路線

への直接のアクセスは，接続位

置等が限定されることから，影

響は少ないと考えられる。 

◎ 

国３・２・８号線に直接接す

ることから，同路線の整備を

契機に土地利用転換が想定さ

れる。 

まちづ

くりの

契機 

西
国
分
寺
駅
北
口
駅
前
の
整
備 

国
３
・
２
・
８
号
線
の
整
備 
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以上のまちづくりの契機についての検討結果をもとに，街区としてのまとまりを考慮し，対象地

区を「国３・２・８号線沿道まちづくりエリア」と「西国分寺駅北口周辺地区まちづくり検討エリ

ア」の２つのまちづくりエリアに区分した。 

国３・２・８号線沿道まちづくりエリアについては，国３・２・８号線整備を契機として，地域

の課題解決に向けて取り組むことが望ましく，当該エリアについては「国分寺都市計画道路３・２・

８号線沿道まちづくり計画」にもとづき，継続してまちづくりを推進するものとする。 

西国分寺駅北口周辺地区まちづくり検討エリアについては，西国分寺駅北口駅前の整備による変

化が予見されることから，これを契機としてまちづくりに取り組むことが望ましい。 

また，西国分寺駅周辺は，市の都市生活・文化交流拠点の一つに位置づけられており，北口駅前

は，拠点の新しい顔になることからも，駅利用者や市民等幅広い意見を取り入れながら，当該エリ

ア住民と市が協力してまちづくりに取り組むことが望ましいと考える。 

 

図４－５ まちづくりエリア検討図 
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